
一
七

り
、「
真
の
御
史
制
度
」
が
武
帝
期
に
確
立
し
た
と
し
、
そ
の
背
景
を
武
帝
が
丞
相

以
下
を
抑
え
、
意
の
ま
ま
に
政
治
を
行
お
う
と
し
た
こ
と
に
求
め
て
い
る
。

　

そ
の
後
、
監
察
制
度
に
関
す
る
研
究
は
さ
ま
ざ
ま
に
行
わ
れ
て
き
た
も
の
の
、
基

本
的
に
こ
の
氏
の
見
解
の
大
枠
か
ら
は
ず
れ
る
も
の
は
な
か
っ
た （

3
） 

。
そ
れ
に
対

し
て
、
新
た
な
視
角
か
ら
秦
漢
時
代
の
監
察
制
度
に
切
り
込
ん
だ
の
が
王
勇
華
氏
で

あ
る （

4
） 

。
氏
は
御
史
に
加
え
て
、
そ
れ
と
は
系
統
を
異
に
す
る
丞
相
に
属
す
る
監

察
官
、
丞
相
司
直
の
存
在
に
着
目
し
、
監
察
は
も
と
も
と
「
行
政
管
理
の
理
念
か
ら
、

具
体
的
な
行
政
執
行
の
状
況
を
監
督
す
る
た
め
に
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
」
と

さ
れ
る （

5
） 

。
そ
し
て
、当
初
、行
政
と
監
察
は
未
分
化
で
あ
り
、と
も
に
丞
相
に
よ
っ

て
統
轄
さ
れ
て
い
た
が
、武
帝
期
に
な
る
と
両
者
は
分
化
し
て
い
っ
た
と
し
た
上
で
、

そ
れ
は
前
漢
武
帝
が
丞
相
の
権
力
を
抑
え
る
た
め
で
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
た
の
で
あ

る （
6
） 

。
ま
た
、
王
氏
は
御
史
中
丞
・
丞
相
司
直
の
監
察
の
相
違
を
行
政
機
構
の
外

に
あ
る
か
、
中
に
あ
る
か
と
い
う
形
式
的
な
問
題
、
あ
る
い
は
現
場
の
調
査
に
よ
る

の
か
、
文
書
に
よ
る
の
か
と
い
う
監
察
の
手
段
の
違
い
に
求
め
て
い
る
。

　

こ
の
王
氏
の
見
解
に
対
し
て
、
筆
者
は
両
者
の
監
察
に
は
も
っ
と
本
質
的
な
差
異

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
問
を
抱
き
、
丞
相
司
直
と
そ
れ
に
率
い
ら
れ
た
丞
相

史
及
び
御
史
中
丞
と
そ
の
属
官
で
あ
る
侍
御
史
の
弾
劾
事
例
を
検
討
・
分
析
し
た

こ
と
が
あ
る
（
以
下
、
前
稿
と
称
す
る
こ
と
と
す
る
） （

7
） 

。
そ
の
結
論
に
つ
い
て
、

本
稿
に
関
連
す
る
点
の
み
述
べ
て
お
く
と
、
①
前
者
は
贈
収
賄
・
職
務
怠
慢
等
、
丞

相
府
に
よ
る
行
政
の
正
常
な
運
営
を
阻
害
す
る
事
件
を
担
当
し
て
い
た
の
に
対
し

て
、
後
者
は
「
大
逆
」
等
と
表
さ
れ
る
礼
制
に
違
背
す
る
言
動
の
監
察
を
掌
っ
て
い

た
こ
と
、
② 

①
で
述
べ
た
よ
う
な
、
御
史
中
丞
及
び
侍
御
史
の
監
察
は
、
御
史
が

も
と
も
と
朝
儀
・
祭
礼
の
監
察
に
携
わ
り
、
儀
礼
に
反
す
る
言
動
を
取
り
締
ま
っ
て

い
た
こ
と
と
関
連
す
る
こ
と
、
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。

　

前
漢
に
お
け
る
中
央
監
察
の
実
態
補
論

　
　

  
― 
御
史
中
丞
を
中
心
と
し
て 

―
福　
　

永　
　

善　
　

隆　

　
　
　
　
は
じ
め
に

　

周
知
の
よ
う
に
、
中
国
で
は
皇
帝
支
配
を
維
持
し
、
効
率
的
に
運
用
す
る
た
め
に
、

早
く
か
ら
高
度
な
官
僚
機
構
が
整
備
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、
官

吏
を
監
察
し
、
そ
の
非
違
を
糾
弾
す
る
監
察
制
度
が
挙
げ
ら
れ
る
。
通
時
代
的
に
見

て
、
監
察
は
主
に
御
史
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
た
た
め
、
そ
の
監
察
制
度
は
御
史
制

度
と
も
呼
ば
れ
る
。

　

こ
の
皇
帝
支
配
と
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
御
史
制
度
の
展
開
に
つ
い
て
、
御
史

の
性
格
・
変
遷
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
つ
つ
追
究
さ
れ
た
の
が
、
櫻
井
芳
朗
氏
で
あ

る （
1
） 

。
氏
は
、
御
史
は
本
質
的
に
王
の
側
近
た
る
書
記
官
で
あ
り
、
戦
国
時
代
に

は
監
察
官
と
し
て
の
萌
芽
が
見
え
る
も
の
の
、
そ
の
監
察
は
始
皇
帝
の
法
家
に
基
づ

く
専
制
政
治
の
な
か
で
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
秦
で
は
、

御
史
の
長
官
で
あ
る
御
史
大
夫
は
丞
相
を
補
佐
し
て
行
政
に
あ
た
り
、
さ
ら
に
、
前

漢
に
な
る
と
、
次
第
に
副
丞
相
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
殿
中
に
お
い
て
監
察
を
担

う
御
史
と
の
統
属
関
係
は
薄
れ
て
い
っ
た
こ
と
か
ら
、
御
史
大
夫
は
「
早
く
よ
り
監

察
官
と
し
て
の
性
質
を
失
は
ん
と
す
る
傾
向
」
が
あ
り
、
そ
れ
故
、
秦
の
御
史
制
度

は
不
安
定
で
あ
っ
た
と
す
る （

2
） 

。
そ
し
て
、
御
史
大
夫
か
ら
御
史
中
丞
が
独
立
し

て
殿
中
に
留
ま
り
、
監
察
を
専
門
的
に
掌
る
侍
御
史
を
属
下
に
置
い
た
こ
と
等
に
よ



福
　
　
永
　
　
善
　
　
隆

一
八

　

王
氏
の
研
究
の
特
徴
は
、
行
政
と
監
察
に
つ
い
て
、
前
者
は
行
政
執
行
権
と
行

政
監
督
権
、
後
者
は
行
政
監
察
権
と
司
法
監
察
権
と
い
う
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な

概
念
を
設
定
し
て
腑
分
け
し
、
そ
の
上
で
、
丞
相
司
直
・
御
史
中
丞
・
刺
史
・
司
隷

校
尉
と
い
う
諸
々
の
監
察
官
の
職
能
に
つ
い
て
厳
密
に
分
析
し
よ
う
と
す
る
点
に
あ

る （
10
） 

。
す
な
わ
ち
、
丞
相
司
直
は
行
政
監
察
権
、
御
史
中
丞
は
行
政
監
察
権
と
司

法
監
察
権
、
司
隷
校
尉
は
司
法
監
察
権
を
そ
れ
ぞ
れ
有
し
て
お
り
、
よ
っ
て
、
こ
れ

ら
諸
官
は
純
然
た
る
監
察
官
で
あ
る
が
、
刺
史
は
行
政
監
察
権
と
司
法
監
察
権
に
加

え
て
、
行
政
権
の
う
ち
行
政
監
督
権
を
有
し
て
お
り
、
行
政
的
職
能
と
監
察
的
職
能

を
兼
ね
備
え
た
二
重
性
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
具
合
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
そ
も
そ
も
こ
れ
ら
の
概
念
を
全
面
的
か
つ
厳
格
に
適
用
し
よ
う
と
す

れ
ば
す
る
ほ
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
生
じ
て
く
る
。
例
え
ば
、『
後
漢
書
』
伝
第

三
六 

陳
忠
列
伝
に
、
後
漢
安
帝
期
に
陳
忠
が
、
当
時
宰
相
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
た
三
公
に
つ
い
て
、

故
に
三
公
は
稱
し
て
冢
宰
と
曰
ひ
、
王
者 

待
す
る
に
殊
敬
を
以
て
す
。
…
…

入
れ
ば
則
ち
參
對
し
て
政
事
を
議
し
、出
づ
れ
ば
則
ち
監
察
し
て
是
非
を
董た
だ

す
。

漢
典
の
舊
事
、
丞
相
の
請
ふ
所
、
聽
か
ざ
る
こ
と
有
る
靡な

し
。
今
の
三
公 

其

の
名
に
當
た
る
と
雖
も
、
其
の
實
無
し
。

と
、
そ
の
職
掌
に
つ
い
て
、「
入
れ
ば
則
ち
參
對
し
て
政
事
を
議
し
、
出
づ
れ
ば
則

ち
監
察
し
て
是
非
を
董た
だ

す
」
と
述
べ
る
。
祝
総
斌
氏
は
、
こ
の
記
事
に
基
づ
き
、
議

政
権
と
「
百
官
の
行
政
執
行
に
対
す
る
監
督
（
監
督
百
官
執
行
）」
権
が
宰
相
の
基

本
的
な
職
能
で
あ
っ
た
と
捉
え
る
が （

11
） 

、
王
氏
は
、
こ
の
祝
氏
の
見
解
を
介
し
て
、

「
下
僚
の
治
績
の
優
劣
、
職
に
適
任
か
ど
う
か
を
監
督
評
価
し
、
更
に
そ
の
仕
事
を

指
導
し
て
、
か
れ
ら
を
で
き
る
限
り
職
に
適
応
」
さ
せ
る
「
百
官
の
行
政
執
行
に
対

す
る
監
督
」
を
行
政
的
職
能
の
一
つ
と
し
て
捉
え
て
い
る （

12
） 

。
し
か
し
、
王
氏
の

　

た
だ
し
、
こ
の
筆
者
の
見
解
に
対
し
て
、
そ
の
後
、
王
氏
か
ら
反
論
が
寄
せ
ら
れ

て
い
る （

8
） 

。
ま
た
、
近
年
、
公
表
さ
れ
つ
つ
あ
る
嶽
麓
書
院
蔵
簡
を
得
て
、
こ
れ

ま
で
は
関
連
資
料
が
零
細
な
た
め
、
論
究
で
き
な
か
っ
た
戦
国
秦
か
ら
統
一
秦
に
か

け
て
の
監
察
制
度
の
研
究
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る （

9
） 

。
そ
の
な
か

で
秦
代
に
は
、
す
で
に
御
史
系
統
の
監
察
官
が
あ
る
程
度
整
備
さ
れ
、
地
方
監
察
に

お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
き
て
い
る
が
、
そ

れ
に
よ
り
、
御
史
に
対
す
る
櫻
井
氏
の
見
解
も
一
部
修
正
が
加
え
ら
れ
つ
つ
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
る
と
、
か
つ
て
武
帝
期
の
中
央
監
察
制
度
に
つ
い
て

論
究
し
た
、
筆
者
の
見
解
も
再
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
段
階
に
至
っ
た
と
い
え

る
で
あ
ろ
う
。

　

本
稿
は
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
基
づ
き
、
ま
ず
、
王
氏
の
監
察
制
度
に
関
す

る
研
究
を
検
討
し
な
が
ら
問
題
の
所
在
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
上
で
、
筆
者
が
か
つ

て
提
示
し
た
見
解
を
補
足
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
、
中
央
監
察
の
実
態
に
つ
い
て
、
御

史
中
丞
及
び
そ
れ
に
率
い
ら
れ
た
侍
御
史
を
中
心
と
し
て
追
究
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。

　
　
　
　

一
　
問
題
の
所
在 

─ 

王
勇
華
氏
の
見
解
に
よ
せ
て 

─

　

ま
ず
、
議
論
の
出
発
点
と
し
て
、
丞
相
司
直
・「
侍
御
史
」（
前
漢
で
は
専
門
的
に

監
察
を
行
う
組
織
と
し
て
「
御
史
台
」
と
い
う
呼
称
は
未
だ
見
ら
れ
な
い
。
よ
っ
て
、

以
下
、
御
史
中
丞
及
び
そ
れ
に
属
す
る
侍
御
史
の
総
体
を
便
宜
的
に
「
侍
御
史
」
と

称
す
る
）
の
監
察
に
つ
い
て
、
詳
細
に
分
析
し
、
前
漢
監
察
制
度
の
研
究
に
新
た
な

視
点
を
取
り
入
れ
た
王
勇
華
氏
の
見
解
を
再
検
討
し
、
も
っ
て
、
そ
の
問
題
の
所
在

を
明
確
に
し
た
い
。



前
漢
に
お
け
る
中
央
監
察
の
実
態
補
論
　
― 

御
史
中
丞
を
中
心
と
し
て 

―

一
九

み
を
有
し
て
お
り
、
行
政
監
察
権
は
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
規
定
す
る
と
こ
ろ
か
ら

生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
王
氏
は
行
政
監
察
と
行
政
監
督
の
概
念
を
現
代
日
本
の
行
政
学
よ
り
援

用
し （

14
） 

、
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
漢
代
の
行
政
及
び
監
察
を
腑
分
け
し
よ
う
と
し
て

い
る
が
、
そ
の
た
め
に
か
え
っ
て
自
縄
自
縛
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

　

そ
も
そ
も
王
氏
が
、
こ
の
よ
う
に
行
政
と
監
察
の
腑
分
け
に
苦
心
し
た
の
は
、
武

帝
期
以
降
成
立
し
た
御
史
中
丞
を
中
心
と
す
る
監
察
制
度
の
展
開
に
つ
い
て
、
当
初

一
体
化
し
て
い
た
行
政
と
監
察
が
分
化
し
て
い
く
過
程
の
な
か
で
捉
え
よ
う
と
し

た
た
め
で
あ
る
。「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、王
氏
は
漢
代
に
お
け
る
行
政
・

監
察
両
権
の
分
化
は
丞
相
の
権
力
を
抑
え
る
な
か
で
生
じ
た
と
す
る
が
、
こ
の
所
説

は
、
櫻
井
芳
朗
氏
以
来
、
御
史
制
度
の
確
立
に
つ
い
て
、「
武
帝
が
丞
相
以
下
を
圧

へ
、
意
の
ま
ま
に
政
治
を
行
」
お
う
と
し
た
結
果
と
し
て
捉
え
る
見
方
を
そ
の
ま
ま

踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
櫻
井
氏
の
見
解
は
、
こ
の
直
前
に
「
武
帝
の
時
代
に

は
天
子
の
私
的
の
職
が
実
権
を
握
る
傾
向
が
生
じ
た
」
と
す
る
点
か
ら
も
窺
わ
れ
る

よ
う
に （

15
） 

、
和
田
清
氏
が
提
示
さ
れ
た
「
官
制
の
波
紋
的
循
環
発
生
」
論
に
端
を

発
し （

16
） 

、
さ
ら
に
は
西
嶋
定
生
氏
の
内
朝
・
外
朝
論
に
ま
で
つ
な
が
る （

17
） 

、
前
漢

官
僚
機
構
の
展
開
に
つ
い
て
の
通
説
的
な
理
解
の
系
譜
の
上
に
位
置
す
る
も
の
で
あ

る
。
た
だ
し
、
近
年
、
こ
の
よ
う
な
理
解
に
対
し
て
、
前
漢
後
半
期
に
お
い
て
も
丞

相
は
依
然
と
し
て
宰
相
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
評
価
し
、
西
嶋
氏
を
は
じ

め
と
す
る
通
説
的
な
理
解
を
再
検
討
す
る
研
究
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い

る
の
で
あ
る （

18
） 

。

　

さ
ら
に
、「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
近
年
公
表
さ
れ
つ
つ
あ
る
嶽
麓
書

院
蔵
簡
の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
る
よ
う
に
、
秦
代
に
は
す
で
に

見
解
に
従
う
と
、
行
政
と
監
察
が
分
化
し
始
め
た
と
さ
れ
る
前
漢
武
帝
期
で
あ
れ
ば

ま
だ
し
も
、
そ
こ
か
ら
一
五
〇
年
程
経
た
後
漢
和
帝
期
に
お
い
て
、
王
氏
が
行
政
権

の
一
部
と
し
て
規
定
す
る
「
百
官
の
行
政
執
行
に
対
す
る
監
督
」
が
、「
監
察
」
と

表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
は
大
き
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
（
以
下
、本
稿
で
は
、

「
百
官
の
行
政
執
行
に
対
す
る
監
察
」
と
称
す
る
こ
と
と
す
る
）。

　

ま
た
、
王
氏
の
所
論
に
も
上
に
挙
げ
た
概
念
を
厳
格
に
適
用
し
た
こ
と
に
よ
る
矛

盾
が
す
で
に
表
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、『
漢
書
』
巻
七
二 

鮑
宣
伝
に
、
哀
帝
期
に
司

隷
校
尉
鮑
宣
が
丞
相
孔
光
を
弾
劾
し
た
と
き
の
こ
と
と
し
て
、

丞
相
孔
光 

四
時
に
園
陵
を
行
し
、
官
屬 

令
を
以
て
馳
道
中
を
行
く
。（
司
隷
校

尉
鮑
）
宣 

出
で
て
之
に
逢
ひ
、
吏
を
し
て
丞
相
の
掾
史
を
鉤
止
し
、
其
の
車

馬
を
沒
入
し
、
宰
相
を
摧
辱
せ
し
む
。
事 
御
史
中
丞
に
下
り
、
侍
御
史 

司
隸

の
官
に
至
り
、
從
事
を
捕
へ
ん
と
欲
す
る
に
、
門
を
閉
ぢ
て

る
る
を
肯
ぜ
ず
。

宣 

使
者
を
距
閉
し
、
人
臣
の
禮
を
亡な
み

し
、
大
不
敬
・
不
道
に
坐
し
、
廷
尉
の

獄
に
下
る
。

と
あ
る
事
例
に
つ
い
て
、
王
氏
は
、

こ
の
事
例
は
、
そ
の
不
正
行
為
が
公
的
な
も
の
な
の
か
私
的
な
も
の
な
の
か
、

極
め
て
微
妙
で
あ
る
。「
四
時
行
園
陵
」
は
丞
相
の
公
務
の
一
種
で
あ
り
、
そ

れ
が
天
子
の
園
陵
で
あ
れ
ば
、
丞
相
の
御
陵
巡
視
は
微
妙
な
公
的
行
為
で
あ
る

可
能
性
も
あ
る
。
し
か
し
、
司
隷
校
尉
鮑
宣
は
、
天
子
の
通
る
道
を
使
う
こ
と

は
、
行
政
の
管
理
運
営
業
務
の
内
容
に
属
さ
な
い
、
単
な
る
規
則
違
反
の
一
種

と
考
え
て
干
渉
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
断
じ
る
が （

13
） 

、「
微
妙
な
公
的
行
為
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
」
と
の
記
載
に
端
的

に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
は
こ
の
事
例
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
、
王

氏
が
苦
心
し
た
あ
と
が
窺
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
司
隷
校
尉
が
司
法
監
察
権
の
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表
一
　
御
史
中
丞
・
侍
御
史
弾
劾
リ
ス
ト

　

そ
の
際
、
注
目
す
べ
き
は
、
法
律
を
犯
し
た
か
ど
う
か
、
明
確
に
判
断
で
き
な
い

事
案
は
御
史
中
丞
に
委
ね
ら
れ
た
と
す
る
、
王
氏
の
指
摘
で
あ
る （

20
） 

。
ま
ず
、
こ

の
点
を
出
発
点
と
し
て
考
え
て
み
よ
う
。

　

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
次
の
事
案
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、『
漢
書
』
巻
七
九 

馮

野
王
伝
に
、
成
帝
期
の
こ
と
と
し
て
、

是
に
お
い
て
、（
馮
）
野
王 

懼
れ
て
自
ら
安
ん
ぜ
ず
、
遂
に
病
む
。
三
月
を
滿

た
し
告
を
賜
は
り
、
妻
子
と
與
に
杜
陵
に
歸
り
て
醫
藥
に
就
く
。
大
將
軍

あ
る
程
度
整
備
さ
れ
た
御
史
の
監
察
に
関
す
る
規
定
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
踏

ま
え
て
考
え
る
と
、
そ
も
そ
も
丞
相
が
行
政
・
監
察
両
権
を
掌
握
し
て
い
た
と
す

る
前
提
に
基
づ
き
、
両
権
の
分
化
に
つ
い
て
論
じ
る
王
氏
の
見
解
を
無
批
判
に
継

承
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
な
王
氏
の
研
究
に
見
ら
れ
る
問
題
点
を
踏
ま
え
る
と
、
王
氏
と
は
別

の
観
点
か
ら
「
侍
御
史
」
の
監
察
の
実
態
に
つ
い
て
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　

 

二
　「
侍
御
史
」
に
よ
る
弾
劾
の
実
態

　

 

「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
筆
者
は
前
稿
に
て
「
侍
御
史
」
の
監
察
を
、

そ
の
弾
劾
事
例
に
基
づ
い
て
分
析
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
事
例
を
ま
と
め
た
下
の

表
を
見
る
と
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
大
逆
・
不
敬
・
不
道
と
し
て
処
断
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
筆
者
は
こ
の
点
に
着
目
し
て
、「
侍
御
史
」
の
監
察
を
礼
制
秩
序
維

持
に
関
わ
る
も
の
と
結
論
づ
け
た
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
上
の
筆
者
の
見
解
に
対
し
て
、
王
勇
華
氏
は
そ
れ
ら
の
罪
名
は
「
詰
問
」

等
、
さ
ま
ざ
ま
な
調
査
を
経
て
、
最
終
的
な
審
判
に
よ
っ
て
確
定
す
る
も
の
で
あ
り
、

「
侍
御
史
」
が
弾
劾
す
る
時
点
で
、
そ
の
判
決
を
あ
ら
か
じ
め
知
っ
て
取
捨
選
択
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
と
の
疑
義
を
提
出
し
て
い
る （

19
） 

。

　

確
か
に
、
前
稿
に
て
大
逆
等
の
罪
名
だ
け
で
、
そ
れ
を
礼
制
秩
序
維
持
に
関
わ
る

も
の
と
直
接
結
び
つ
け
た
点
は
や
や
性
急
に
す
ぎ
た
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、
彼

ら
が
担
当
し
た
事
案
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
最
終
的
に
大
逆
・
不
敬
・
不
道
と
し
て

処
断
さ
れ
る
と
い
う
偏
り
が
見
ら
れ
る
点
に
つ
い
て
、
安
易
に
偶
然
と
し
て
片
付
け

ず
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
必
要
は
あ
る
で
あ
ろ
う
。



前
漢
に
お
け
る
中
央
監
察
の
実
態
補
論
　
― 

御
史
中
丞
を
中
心
と
し
て 

―

二
一

輿
に
在
れ
ば
爲
に
下
る
。
羣
臣 

宜
し
く
皆
聖
化
を
承
順
し
、以
て
四
方
に
視し
め

す
。

勳 

吏
二
千
石
に
し
て
、
幸
ひ
に
使
を
奉
ず
る
を
得
て
、
禮
儀
に
遵
は
ず
、
宰

相
を
輕
謾
し
、
上
卿
を
賤
易
し
て
、
又
節
を
詘ま

げ
て
度
を
失
ひ
、
邪

 

常
無
く
、

色
厲た
だ

し
く
し
て

荏や
は

ら
か
な
り
。
國
體
を
墮こ
ぼ

ち
て
、
朝
廷
の
序
を
亂
す
。
宜
し

く
位
に
處
る
べ
か
ら
ず
。
臣
請
ふ
、
丞
相
に
下
し
て
勳
を
免
ぜ
ん
、
と
。

と
あ
る
。
こ
の
事
案
に
つ
い
て
は
同
書
同
伝
の
後
文
に
、

時
に
太
中
大
夫
平
當 

中
に
給
事
し
て
奏
言
す
ら
く
、（
翟
）
方
進 

國
の
司
直
た

る
に
、
自
ら
敕
正
し
て
以
て
羣
下
に
先
ん
ぜ
ず
し
て
、
前
に
親
ら
令
を
犯
し
て

馳
道
の
中
を
行
く
。
司
隸
（
陳
）
慶 

平
心
に
舉
劾
す
る
に
、
方
進 

自
ら
責
め

悔
ひ
ず
し
て

に
私
恨
を
挾
み
、
慶
の
從
容
の
語
言
を
伺
記
し
て
、
詆
欺
を
以

て
罪
を
成
す
。
後
に
丞
相
（
薛
）
宣 

一
不
道
の
賊
を
以
て
、
掾
を
遣
は
し
て

司
隸
校
尉
を
督
趣
せ
ん
と
請
ふ
。
司
隸
校
尉
（
涓
）
勳 

自
ら
奏
し
て
朝
廷
に

暴
な
り
。
今
方
進 

復
た
勳
を
舉
奏
す
。
議
者 

以
爲
へ
ら
く
、
方
進 

道
德
を
以

て
丞
相
を
輔
正
せ
ず
、
苟
も
大
臣
に
阿
助
し
て
、
必
ず
勝
ち
て
威
を
立
て
ん
と

欲
す
。
宜
し
く
其
の
原
を
抑

す
べ
し
。
勳 

素
行
公
直
に
し
て
、
姦
人
の
惡

む
所
な
り
。
少
し
く

假
し
て
、
其
の
功
名
を
遂
げ
し
む
べ
し
、
と
。
上 （
翟
）

方
進
の
舉
ぐ
る
所
科
に
應
ず
る
を
以
て
、逆
詐
を
用
て
正
法
を
廢
す
る
を
得
ず
。

遂
に
（
涓
）
勳
を
貶お
と

し
て
昌
陵
令
と
爲
す
。
方
進 

旬
歲
の
間
に
し
て
兩
司
隸

を
免
ず
。
朝
廷 

是
に
由
り
之
を
憚
る
。

と
あ
る
よ
う
に
、
平
当
よ
り
そ
れ
を
不
当
と
す
る
意
見
が
提
出
さ
れ
た
も
の
の
、
最

終
的
に
翟
方
進
の
主
張
が
認
め
ら
れ
、
涓
勳
は
昌
陵
令
に
左
遷
さ
れ
た
。
こ
こ
で
、

反
対
意
見
が
退
け
ら
れ
、
翟
方
進
の
主
張
が
認
め
ら
れ
た
の
は
「
科
に
應
ず
る
」
た

め
で
あ
っ
た （

21
） 
。
他
方
、
前
掲
し
た
『
漢
書
』
馮
野
王
伝
で
は
、
御
史
中
丞
が
「
令

に
著
さ
」
れ
て
い
な
い
事
案
に
つ
い
て
弾
劾
を
行
っ
て
い
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。

（
王
）
鳳 

御
史
中
丞
に
風
し
て
、
野
王 

告
を
賜
は
り
て
病
を
養
ふ
も
、
而
も

私
に
便
に
よ
り
虎
符
を
持
し
て
界
よ
り
出
で
て
家
に
歸
る
は
、
詔
を
奉
ず
る
に

不
敬
な
り
、
と
劾
奏
せ
し
む
。

と
あ
る
よ
う
に
、
病
の
た
め
告
を
賜
り
、
帰
郷
し
た
上
郡
太
守
馮
野
王
は
、
大
将
軍

王
鳳
の
意
を
受
け
た
御
史
中
丞
に
よ
っ
て
弾
劾
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
王
鳳
が
政
敵

で
あ
っ
た
馮
野
王
を
排
除
す
る
た
め
に
行
わ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
同
伝
の
後
文

に
は
、
王
鳳
の
幕
下
に
あ
っ
た
杜
欽
が
そ
れ
に
異
を
唱
え
て
、

（
杜
欽
）
記
を
（
王
）
鳳
に
奏
し
、（
馮
）
野
王
の
爲
に
言
ひ
て
曰
は
く
、
竊
か

に
令
を
見
る
に
曰
は
く
、
吏
二
千
石 
告
し
て
、
長
安
に
過よ
ぎ

り
て
謁
し
、
予
賜

を
分
別
せ
ず
、
と
。
今
有
司 

以
て
予
告
は
歸
る
を
得
、
賜
告
は
得
ず
と
爲

す
も
、
是
れ
一
律
兩
科
な
れ
ば
、
刑
を
省
く
の
意
を
失
す
。
夫
れ
三
最
に
し

て
告
を
予
へ
ら
る
る
は
、令
な
り
。
病
む
こ
と 
三
月
を
滿
た
し
告
を
賜
は
る
は
、

詔
恩
な
り
。
令
告
は
則
ち
得
、
詔
恩
は
則
ち
得
ざ
れ
ば
、
輕
重
の
差
を
失
す
。

又
二
千
石
の
病
み
て
告
を
賜
は
り
歸
る
を
得
る
は
故
事
有
り
。
郡
を
去
る
を
得

ざ
る
こ
と 

令
に
著
さ
る
る
は
亡
し
。

と
、
こ
こ
に
「
郡
を
去
る
を
得
ざ
る
こ
と 

令
に
著
さ
る
る
は
亡
し
」
と
あ
る
よ

う
に
、
令
文
に
断
罪
に
値
す
る
條
文
が
設
け
ら
れ
て
は
い
な
い
と
明
確
に
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
次
の
丞
相
司
直
に
よ
る
弾
劾
と
好
対
照
を
な
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
同
書
巻
八
四 

翟
方
進
伝
に
、
成
帝
期
に
丞
相
司
直
の
任
に
あ
っ
た
翟

方
進
が
司
隷
校
尉
涓
勳
を
弾
劾
し
て
、

 

（
翟
）
方
進 

陰ひ
そ
かに

之
を
察
す
。（
涓
）
勳 

私
に
光
祿
勳
辛
慶
忌
を
過よ
ぎ

り
、
又
出

で
て
帝
舅
成
都
侯
（
王
）
商
に
道
路
に
逢
ひ
、
車
よ
り
下
り
て
立
ち
、
過
ぐ
る

を
頾ま

ち
て
、
乃
ち
車
に
就
く
。
是
に
お
い
て
方
進 

其
の
狀
を
舉
奏
し
、
因

り
て
曰
は
く
、
…
…
丞
相 

聖
主
に
進
見
す
る
に
、
坐
に
御
す
れ
ば
爲
に
起
ち
、
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に
問
わ
れ
る
行
為
が
不
道
と
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る （

23
） 

。
こ

の
こ
と
か
ら
、
不
道
・
不
敬
・
大
不
敬
が
と
も
に
「
正
法
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い

な
い
点
で
共
通
し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
点
を
あ
わ
せ
考
え
る
と
、前
掲
し
た『
漢

書
』
馮
野
王
伝
で
、
王
鳳
が
言
い
が
か
り
を
つ
け
な
け
れ
ば
特
に
咎
め
ら
れ
る
べ
き

こ
と
で
も
な
か
っ
た
事
案
を （

24
） 

、
不
敬
と
い
う
礼
制
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
論
じ

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
の
意
味
も
明
確
と
な
っ
て
く
る
。

　

さ
ら
に
、
丞
相
司
直
・
丞
相
史
に
は
単
独
で
弾
劾
を
行
う
事
例
は
見
ら
れ
な
い
の

に
対
し
て
、「
侍
御
史
」
に
は
廷
尉
や
光
禄
勲
・
大
鴻
臚
及
び
そ
の
属
官
と
と
も
に

「
雑
治
」
す
る
事
例
が
多
く
見
ら
れ
る （

25
） 

。
こ
の
点
も
後
者
が
「
正
法
」
に
位
置
づ

け
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
案
に
関
わ
っ
て
い
た
た
め
、
よ
り
慎
重
に
調
査
す
る
必
要

が
あ
っ
た
と
す
る
と
、
理
解
で
き
る
。

　

で
は
、「
侍
御
史
」
は
何
故
そ
の
よ
う
な
事
案
に
関
わ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
こ
の
点
に
注
目
し
て
、「
侍
御
史
」
の
性
格
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
追
究
し

て
み
よ
う
。

　
　
　
　

三
　
前
漢
官
僚
機
構
に
お
け
る
「
侍
御
史
」
の
位
置
づ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
― 

皇
帝
と
官
僚
機
構
の
関
係
か
ら 

―

　

大
庭
脩
氏
は
不
道
が
適
用
さ
れ
る
ル
ー
ル
に
つ
い
て
、「
判
決
例
が
重
要
視
さ
れ
、

比
の
無
い
も
の
は
天
子
に
決
断
を
仰
い
だ
」
と
述
べ
て
い
る （

26
） 

。
そ
こ
で
、
ま
ず
、

司
法
に
お
け
る
皇
帝
の
権
能
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。

　

 

『
史
記
』
巻
一
〇
二 

張
釈
之
列
伝
に
、
文
帝
期
に
廷
尉
の
任
に
あ
っ
た
張
釈
之

が
、
高
廟
の
玉
環
が
窃
盗
に
あ
っ
た
事
案
を
処
理
し
た
と
き
の
こ
と
と
し
て
、

其
の
後
、
人
の
高
廟
の
坐
前
の
玉
環
を
盜
む
有
り
て
、
捕
へ
得
た
り
。
文
帝 

　

こ
こ
で
、
同
書
巻
七
〇 

陳
湯
伝
に
、
成
帝
期
に
丞
相
・
御
史
大
夫
に
よ
り
陳
湯

が
弾
劾
さ
れ
た
と
き
の
こ
と
と
し
て
、

丞
相
・
御
史 

奏
す
ら
く
、（
陳
）
湯 

衆
を
惑
は
し
て
不
道
な
り
。
妄
り
に
詐
を

稱
し
て
異
を
上
に
歸
す
。
宜
し
く
言
ふ
べ
き
所
に
非
ざ
れ
ば
、
大
不
敬
な
り
、

と
。
廷
尉
（
趙
）
增
壽 

議
し
て
以い

爲
へ
ら
く
、
不
道
に
正
法
無
し
。
犯
す
所

の
劇
易
を
以
て
罪
と
爲
す
。
臣
下 

承
け
て
用
ふ
れ
ば
其
の
中
を
失
す
。
故
に

獄
を
廷
尉
に
移
し
、
比
無
き
者
は
先
づ
以
て
聞
す
。
刑
罰
を
正
し
、
人
命
を
重

ん
ず
る
所
以
な
り
。
明
主 
百
姓
を
哀
憫
し
、
制
書
を
下
し
昌
陵
を
罷
め
吏
民

を
徙
さ
ざ
る
は
、
已
に
申
布
す
。
湯 

妄
り
に
意
を
以
て
相
ひ
且
に
復
た
發
徙

せ
ん
と
す
と
謂
ふ
。
頗
る
驚
動
す
と
雖
も
、
流
行
す
る
所
の
者
少
な
く
、
百
姓 

變
を
爲
さ
ざ
れ
ば
、
衆
を
惑
は
す
と
謂
ふ
べ
か
ら
ず
。
湯 

詐
を
稱
し
て
、
然

ら
ざ
る
の
事
を
虛
設
す
る
は
、
宜
し
く
言
ふ
べ
き
所
に
非
ざ
れ
ば
、
大
不
敬
な

り
、
と
。

と
あ
る
よ
う
に
、陳
湯
を
「
大
不
敬
」
と
し
て
弾
劾
す
る
丞
相
・
御
史
大
夫
に
対
し
て
、

廷
尉
趙
増
寿
が
「
不
道
は
正
法
無
し
」
と
し
て
異
議
を
唱
え
て
い
る
点
は
注
目
さ
れ

る
。
こ
の
記
事
に
つ
い
て
、
大
庭
脩
氏
は
「
不
道
は
、
人
倫
道
徳
に
反
し
、
人
と
し

て
の
道
、
臣
下
と
し
て
の
道
に
背
反
す
る
行
為
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
い
う
行
為
を
あ

ら
か
じ
め
予
測
し
、律
に
正
文
を
記
し
て
お
く
こ
と
は
不
可
能
」
で
あ
り
、よ
っ
て
、

「
律
に
不
法
行
為
と
そ
れ
に
該
当
す
る
刑
罰
と
を
記
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
」
と
述
べ
る （

22
） 

。

　

ま
た
、
水
間
大
輔
氏
は
、
不
敬
・
大
不
敬
に
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
行
為
が
あ
た

る
か
は
、
必
ず
し
も
律
令
で
は
定
義
さ
れ
て
お
ら
ず
、
礼
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
面
も

あ
り
、
し
か
も
礼
は
法
律
の
よ
う
な
厳
密
性
が
な
く
、
規
範
と
し
て
は
曖
昧
な
も
の

で
あ
っ
た
と
し
た
上
で
、
被
害
あ
る
い
は
悪
質
性
の
程
度
に
よ
り
、
本
来
、
大
不
敬



前
漢
に
お
け
る
中
央
監
察
の
実
態
補
論
　
― 

御
史
中
丞
を
中
心
と
し
て 

―

二
三

と
、
こ
こ
で
は
張
釈
之
が
罰
金
刑
と
し
た
判
決
に
不
満
を
持
っ
た
文
帝
に
対
し
て
、

法
は
「
天
子
の
天
下
と
公
共
す
る
所
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
超
え
た
判
決
を
下
す
こ

と
は
で
き
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
た
だ
し
、
張
釈
之
は
、「
其
の
時
に
方あ
た

り
て
、
上 

立
た
ち
ど
ころ
に
之
を
誅
せ
し
め
ば
則
ち
已
ま
ん
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
文
帝
が
自
身

で
裁
定
す
る
余
地
は
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
皇
帝
に
は
法
を
超
え
た
処
断
を

行
う
こ
と
も
で
き
る
が
、廷
尉
を
は
じ
め
と
す
る
官
僚
機
構
が
関
わ
る
と
、法
に
則
っ

た
処
理
を
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
と
い
え
る （

27
） 

。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
先
述
し
た
趙
増
寿
の
議
論
は
、『
史
記
』
張
釈
之

伝
の
二
つ
の
記
事
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
皇
帝
と
官
僚
機
構
の
関
係
を
反
映
し
た
も
の

と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
を
あ
わ
せ
考
え
る
と
、「
正
法
」
に
位

置
づ
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
案
を
処
理
し
て
い
た
「
侍
御
史
」
は
、
上
の
よ
う
な

皇
帝
と
官
僚
機
構
と
の
関
係
の
な
か
で
、
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、第
二
節
で
掲
げ
た『
漢
書
』陳
湯
伝
の
記
事
に
お
い
て
、

趙
増
寿
が
「
不
道
は
正
法
無
し
。
犯
す
所
の
劇
易
を
以
て
罪
と
爲
す
。
臣
下 

承
け

て
用
ふ
れ
ば
其
の
中
を
失
す
。
故
に
獄
を
廷
尉
に
移
し
、
比
無
き
者
は
先
づ
以
て
聞

す
。
刑
罰
を
正
し
、
人
命
を
重
ん
ず
る
所
以
な
り
」
と
述
べ
る
、「
不
道
」
の
適
用

ル
ー
ル
は
よ
り
広
く
捉
え
る
と
、
請
讞
と
の
関
係
が
窺
わ
れ
る
点
で
あ
る （

28
） 

。

　

請
讞
と
は
特
定
の
司
法
案
件
に
つ
い
て
、
上
級
の
機
関
に
報
告
し
て
判
断
を
仰
ぐ

制
度
で
あ
る
。
宮
宅
潔
氏
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
①
被
疑
者
の
身
分
に
よ
っ
て
自
動
的

に
義
務
づ
け
ら
れ
る
場
合
（「
請
」）
と
、
②
量
刑
に
疑
義
が
あ
る
場
合
（「
讞
」）
の

二
種
が
あ
る
。

　

①
「
請
」
は
一
定
の
官
秩
以
上
の
官
僚
あ
る
い
は
宗
室
王
侯
及
び
そ
の
近
親
が

罪
を
犯
し
た
場
合
、
彼
ら
を
拘
束
す
る
時
点
で
皇
帝
に
「
先
請
」
す
る
こ
と
が
義
務

怒
り
て
、
廷
尉
に
下
し
て
治
せ
し
む
。（
張
）
釋
之 

律
の
宗
廟
の
服
御
の
物
を

盜
む
者
を
案
じ
て
奏
を
爲
し
、
弃
市
に
當
す
と
奏
す
。
上 

大
い
に
怒
り
て
曰

は
く
、
…
…
吾
の
廷
尉
に
屬
す
は
、
之
を
族
に
致
さ
ん
と
欲
す
れ
ば
な
り
。
而

し
て
君 
法
を
以
て
之
を
奏
す
。
吾
が
宗
廟
に
共
承
す
る
所
以
の
意
に
非
ざ
る

な
り
。
釋
之 
冠
を
免さ

り
頓
首
し
て
謝
し
て
曰
は
く
、
法
は
是
く
の
ご
と
く
し

て
足
る
な
り
。
且
つ
罪 

等
し
き
も
、
然
れ
ど
も
逆
順
を
以
て
差
を
爲
す
。
今

宗
廟
の
器
を
盜
み
て
之
を
族
せ
ば
、
萬
分
の
一
、
假も

し令
愚
民
の
長
陵
の
一
抔

の
土
を
取
る
が
ご
と
き
有
ら
ば
、
陛
下 

何
を
以
て
其
の
法
を
加
へ
ん
や
、
と
。

之
を
久
し
く
し
て
、
文
帝 

太
后
と
之
を
言
ひ
、
乃
ち
廷
尉
の
當
を
許
す
。

と
あ
る
よ
う
に
、
張
釈
之
は
律
に
照
ら
し
て
、
犯
人
を
棄
市
と
し
て
断
罪
す
る
よ
う

に
上
奏
し
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
に
不
満
を
持
っ
た
文
帝
に
対
し
て
、
彼
は
「
法
は
是
く

の
ご
と
く
し
て
足
る
な
り
」
と
、
法
の
論
理
を
用
い
て
諫
め
て
い
る
。
ま
た
、
同
書

同
伝
に
は
、
文
帝
が
外
出
し
た
際
、
あ
る
者
が
突
然
前
を
横
切
り
、
文
帝
の
乘
輿
の

馬
を
驚
か
せ
た
事
案
を
、
廷
尉
張
釈
之
が
処
理
し
た
と
き
の
こ
と
と
し
て
、

頃
之
に
し
て
、
上 

行
き
て
中
渭
橋
に
出
づ
。
一
人
の
橋
下
よ
り
走
り
出
づ
る

有
り
て
、
乘
輿
の
馬 

驚
く
。
是
に
お
い
て
、
騎
を
し
て
捕
へ
し
め
、
之
を
廷

尉
に
屬
す
。
…
…
廷
尉 

當
を
奏
す
。
一
人 

蹕
を
犯
せ
ば
、
罰
金
に
當
す
、
と
。

文
帝 

怒
り
て
曰
は
く
、
…
…
令も

し
他
馬
な
れ
ば
、
固
よ
り
我
を
敗
傷
せ
ざ
ら

ん
や
。
而
る
に
廷
尉
は
乃
ち
之
を
罰
金
に
當
す
、
と
。
釋
之 

曰
は
く
、
法
は

天
子
の
天
下
と
與
に
公
共
す
る
所
な
り
。
…
…
且
つ
其
の
時
に
方あ
た

り
て
、
上 

立
た
ち
ど
ころ

に
之
を
誅
せ
し
め
ば
則
ち
已
ま
ん
。
今
既
に
廷
尉
に
下
す
。
廷
尉
は
天

下
の
平
な
り
。
一
た
び
傾
か
ば
、
天
下
の
用
法 

皆
輕
重
を
爲
さ
ん
。
民 

安
く

に
か
其
の
手
足
を
措
く
所
あ
ら
ん
。
唯
だ
陛
下 

之
を
察
せ
よ
、
と
。
良や

や
久

し
く
し
て
、
上 

曰
は
く
、
廷
尉
の
當 

是ぜ

な
り
。
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二
四

致
す
と
雖
も
人
心
に
厭
か
ざ
る
者
」
に
も
、
請
讞
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
宮

宅
氏
は
、
こ
れ
と
「
量
刑
の
際
、
形
に
現
れ
た
犯
罪
行
為
よ
り
も
行
為
者
の
心
情
、

動
機
の
良
否
を
重
視
」
す
る
、
漢
代
に
特
徴
的
な
刑
罰
理
念
で
あ
る
、「
原
心
定
罪
」

と
の
関
連
に
着
目
し
、「
律
令
の
上
で
は
適
用
し
て
よ
い
條
文
が
存
在
す
る
が
、
心

情
を
基
準
と
す
る
な
ら
律
令
そ
の
ま
ま
の
量
刑
に
」
納
得
の
い
か
な
い
事
案
と
解
釈

し
た
上
で （

30
） 

、
こ
れ
は
「
原
心
定
罪
」
と
い
う
理
念
を
実
際
の
法
適
用
に
も
反
映

さ
せ
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
と
位
置
づ
け
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
司
法
に
お
け
る
皇
帝
の
権
能
に
つ
い
て
、
宮
宅
氏
は
、「
真

に
当
て
る
べ
き
法
文
が
欠
如
し
て
い
る
の
な
ら
ば
、
既
存
の
律
令
、
判
例
か
ら
類
推

し
て
量
刑
を
決
定
す
る
他
な
い
」
が
、「
そ
う
し
た
類
推
に
よ
る
量
刑
は
皇
帝
の
み

に
帰
せ
ら
れ
た
権
能
」で
あ
っ
た
と
さ
れ
る （

31
） 

。こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、「
律

に
不
法
行
為
と
そ
れ
に
該
当
す
る
刑
罰
と
を
記
し
て
い
な
い
」
不
道
等
の
犯
罪
は
法

に
則
っ
て
司
法
を
処
理
す
る
廷
尉
等
で
は
処
理
で
き
ず
、
そ
の
た
め
、
法
を
超
え
た

裁
量
が
許
さ
れ
る
、
皇
帝
自
ら
の
裁
定
に
任
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
。
で
は
、
何
故
、「
侍
御
史
」
は
そ
れ
ら
の
事
案
に
関
わ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で

あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
点
を
考
え
る
上
で
、注
目
す
べ
き
は
「
侍
御
史
」
と
請
讞
と
の
関
係
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、『
続
漢
書
』
百
官
志
三 

少
府 

御
史
中
丞
の
條
に
は
、
御
史
中
丞
の
属
官

で
あ
る
治
書
侍
御
史
に
つ
い
て
、

治
書
侍
御
史
二
人
、
六
百
石
。
本
注
に
曰
は
く
、
法
律
に
明
る
き
者
を
掌
選
し

て
之
と
爲
す
。
凡
そ
天
下
の
諸
も
ろ
の
讞
疑
の
事
、
法
律
を
以
て
其
の
是
非
を

當
つ
る
を
掌
る
。

と
あ
る
よ
う
に
、「
侍
御
史
」
の
う
ち
治
書
侍
御
史
は
「
天
下
の
諸
も
ろ
の
讞
疑

の
事
」
を
掌
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
由
来
に
つ
い
て
、
同
書
同
志
同
條
に
付

づ
け
ら
れ
た
、
一
種
の
特
権
で
あ
る
。
一
方
、
②
「
讞
」
に
つ
い
て
、『
漢
書
』
巻

二
三 
刑
法
志
に
、
高
祖
七
（
前
二
〇
〇
）
年
の
詔
と
し
て
、

高
皇
帝
七
年
、
御
史
に
制
詔
す
ら
く
、
獄
の
疑
は
し
き
者
は
、
吏 

或
ひ
は
敢

へ
て
決
せ
ず
、
罪
有
る
者 

久
し
く
し
て
論
ぜ
ら
れ
ず
、
罪
無
き
者
久
し
く
繫

が
れ
て
決
せ
ず
。
今
よ
り
以
來
、
縣
道
官
の
獄
の
疑
は
し
き
者
は
、
各
お
の
屬

す
る
所
の
二
千
石
の
官
に
讞
せ
よ
。
二
千
石
の
官 

其
の
罪
名
を
以
て
當
に
之

を
報
ぜ
よ
。
決
す
る
こ
と
能
は
ざ
る
所
の
者
は
、
皆
廷
尉
に
移
せ
。
廷
尉 

亦

當
に
之
を
報
ず
べ
し
。
廷
尉
の
決
す
る
こ
と
能
は
ざ
る
所
は
、
謹
し
み
て
具
に

奏
を
爲
し
、
當
に
比
す
べ
き
所
の
律
令
を
傅
へ
て
以
て
聞
せ
よ
。

と
あ
る
よ
う
に
、
量
刑
に
疑
義
が
あ
る
場
合
、
郡
守
等
の
所
属
す
る
二
千
石
官
・
廷

尉
に
「
讞
」
が
行
わ
れ
、
そ
れ
で
も
解
決
し
な
い
場
合
、
最
終
的
に
皇
帝
の
裁
定
を

仰
ぐ
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

　

上
の
記
事
に
よ
る
と
、「
讞
」
の
対
象
は
、
高
祖
期
に
は
「
獄
の
疑
は
し
き
者
」

で
あ
っ
た
。
こ
の
「
獄
の
疑
は
し
き
者
」
に
つ
い
て
、
宮
宅
氏
は
「
律
令
の
解

釈
、
適
用
を
め
ぐ
っ
て
両
論
併
記
せ
ざ
る
を
得
な
い
」
事
案
で
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ

る （
29
） 

。

　

た
だ
し
、
同
書
巻
五 

景
帝
紀 

中
五
（
前
一
四
五
）
年
の
條
に
、
景
帝
の
詔
と

し
て
、九

月
、
詔
し
て
曰
は
く
、
…
…
吏 

或
い
は
法
令
を
奉
ぜ
ず
、
貨
賂
を
以
て
市

と
爲
し
、
朋
黨
比
周
し
、
苛
を
以
て
察
と
爲
し
、
刻
を
以
て
明
と
爲
し
、
罪
亡

き
者
を
し
て
職
を
失
は
し
む
。
朕 

甚
だ
之
を
憐
む
。
罪
有
る
者 

罪
に
伏
さ
ず
、

法
を
姦
し
暴
を
爲
す
は
、
甚
だ
謂
ふ
亡
き
な
り
。
諸
そ
獄
の
疑
は
し
き
、
若
し

く
は
法
に
文
致
す
と
雖
も
人
心
に
厭
か
ざ
る
者
、
輒
ち
之
を
讞
せ
よ
。

と
あ
る
よ
う
に
、
景
帝
中
五
年
に
は
「
讞
」
の
適
用
範
囲
が
拡
大
さ
れ
、「
法
に
文



前
漢
に
お
け
る
中
央
監
察
の
実
態
補
論
　
― 

御
史
中
丞
を
中
心
と
し
て 

―

二
五

不
敬
等
と
し
て
弾
劾
さ
れ
て
い
る
点
に
着
目
し
、「
侍
御
史
」
に
よ
る
監
察
の
特
殊

な
位
置
づ
け
及
び
そ
の
背
景
に
つ
い
て
追
究
し
て
き
た
。
そ
の
大
要
を
示
す
と
、
以

下
の
よ
う
に
な
る
。

　

 

「
侍
御
史
」
に
よ
る
弾
劾
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
大
逆
・
不
敬
・
不
道
と
し
て
断
罪

さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
彼
ら
が
「
令
に
著
さ
れ
て
い
な
い
」、「
正
法
」
に
位
置
づ
け
る

こ
と
の
で
き
な
い
事
案
を
担
当
し
て
い
た
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
「
科
に
應
」
じ

た
事
案
を
担
当
し
て
い
た
丞
相
司
直
と
好
対
照
を
な
し
て
お
り
、
よ
っ
て
、
こ
の
点

に
「
侍
御
史
」
に
よ
る
監
察
の
特
殊
な
位
置
づ
け
が
明
確
に
表
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

　

そ
も
そ
も
律
令
を
超
え
た
処
断
が
行
え
る
の
は
皇
帝
の
み
で
あ
り
、
廷
尉
を
は
じ

め
と
す
る
官
僚
機
構
に
一
度
下
さ
れ
た
事
案
は
、
律
令
に
則
っ
た
処
理
を
せ
ざ
る
を

得
な
く
な
る
。
請
讞
に
は
、
こ
の
司
法
に
お
け
る
皇
帝
と
官
僚
機
構
の
関
係
が
明
確

に
表
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
量
刑
に
疑
義
が
あ
る
場
合
に
行
わ
れ
る
請
讞
で
は
、

県
道
官
・
郡
国
の
二
千
石
・
廷
尉
を
経
て
も
解
決
し
な
け
れ
ば
、
最
終
的
に
皇
帝
の

裁
定
を
仰
ぐ
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
「
真
に
当
て
る
べ
き
法
文
が
欠
如
し
て
い
る
」

場
合
、「
既
存
の
律
令
、
判
例
か
ら
類
推
し
て
量
刑
を
決
定
す
る
」
ほ
か
な
く
、
そ

れ
は
「
皇
帝
の
み
に
帰
せ
ら
れ
た
権
能
」
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
っ
た （

33
） 

。
そ
し
て
、

皇
帝
が
請
讞
を
処
理
す
る
際
、
侍
御
史
は
「
治
書
」
し
て
補
佐
し
て
い
た
。
こ
れ
ら

の
こ
と
を
あ
わ
せ
考
え
る
と
、「
侍
御
史
」
は
理
念
上
、
皇
帝
と
一
体
化
し
た
存
在

と
し
て
事
案
を
処
理
し
、
そ
の
た
め
に
、「
正
法
」
に
位
置
づ
け
る
こ
と
の
で
き
な

い
事
案
を
も
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

で
は
、
本
稿
で
明
ら
か
と
な
っ
た
、
皇
帝
と
理
念
上
、
一
体
化
し
た
存
在
と
し
て

の
「
侍
御
史
」
の
性
格
は
、
武
帝
期
以
降
の
御
史
制
度
の
展
開
と
ど
の
よ
う
に
関
係

す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
紙
幅
の
関
係
上
、
別
稿
に
て
詳
論
す

る
こ
と
と
し
た
い （

34
） 

。

さ
れ
た
劉
昭
注
に
、

胡
廣 

曰
は
く
、
孝
宣 

路
溫
舒
の
言
に
感
じ
、
秋
季
の
後
に
請
讞
せ
し
む
。
時

に
帝 
宣
室
に
幸
し
、
齋
居
し
て
事
を
決
し
、
侍
御
史
二
人
を
し
て
書
を
治
め

し
む
。

と
あ
る
よ
う
に
、
治
書
侍
御
史
の
端
緒
は
、
宣
帝
が
「
宣
室
に
幸
し
、
齋
居
し
て

事
を
決
」
し
た
と
き
に
、「
侍
御
史
」
が
「
治
書
」
し
て
そ
れ
を
補
佐
し
て
い
た
こ

と
に
あ
る
。
こ
こ
で
、
請
讞
は
、
も
と
も
と
「
原
心
定
罪
」
の
権
柄
を
皇
帝
に
集
中

さ
せ
る
た
め
、
そ
の
適
用
を
拡
大
し
て
き
た
と
す
る
宮
宅
氏
の
見
解
と
、
治
書
侍
御

史
の
由
来
と
を
踏
ま
え
て
考
え
る
と
、
治
書
侍
御
史
に
請
讞
の
処
理
が
任
せ
ら
れ

た
の
は
、「
侍
御
史
」
が
皇
帝
に
と
っ
て
理
念
的
に
は
一
体
化
し
た
存
在
で
あ
っ
た

た
め
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
米
田
健
志
氏
は
御
史
に
つ
い
て
、
政
令
の
よ
っ
て
き
た
る
源
泉
た
る
君
主

の
下
で
、
そ
の
権
力
の
根
拠
た
る
法
令
を
統
一
的
に
管
理
す
る
機
能
を
担
っ
て
い
た

と
指
摘
さ
れ
て
い
る （

32
） 

。
こ
れ
は
故
事
を
調
べ
て
政
務
原
案
を
提
示
す
る
御
史
大

夫
の
職
掌
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
た
見
解
で
は
あ
る
が
、
御
史
大
夫
が
そ
の
よ
う
な

性
格
を
持
つ
の
で
あ
れ
ば
、
も
と
も
と
そ
の
属
下
に
あ
っ
た
「
侍
御
史
」
に
も
同
様

の
性
格
が
備
わ
っ
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

上
の
諸
点
を
踏
ま
え
て
考
え
る
と
、「
侍
御
史
」
は
理
念
的
に
は
皇
帝
と
一
体
化

し
た
存
在
と
し
て
事
案
を
処
理
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、「
正
法
」
に
位
置
づ
け
る
こ

と
の
で
き
な
い
事
案
を
も
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　

お
わ
り
に

　

以
上
、
本
稿
で
は
、「
侍
御
史
」
が
弾
劾
に
関
わ
っ
た
事
案
の
ほ
と
ん
ど
が
大
逆
・



福
　
　
永
　
　
善
　
　
隆

二
六

（
10
）　

以
下
、
少
々
煩
雑
に
な
る
が
、
誤
解
を
避
け
る
た
め
に
、
王
勇
華
氏
の
提
示
し
た

概
念
に
つ
い
て
、
王
氏
の
文
章
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
、
そ
れ
ぞ
れ
ま
と
め
る
。
以
下
、

括
弧
内
の
頁
数
は
註
（
４
）
王
氏
前
掲
書
よ
り
引
用
し
た
箇
所
の
頁
数
を
示
し
て
い

る
。

　
　

ま
ず
、
王
氏
が
提
示
す
る
行
政
執
行
権
と
は
、「
中
央
の
決
定
し
た
政
策
を
地
方
社

会
に
お
い
て
具
体
的
に
履
行
す
る
権
限
」
で
あ
り
、「
行
政
官
吏
が
そ
の
場
そ
の
場

の
社
会
関
係
を
規
制
し
、
地
方
の
民
政
を
管
理
す
る
行
為
」
で
あ
る
（
二
二
一
頁
）。

そ
れ
に
対
し
て
、
行
政
監
督
権
は
「
行
政
機
関
に
お
い
て
上
級
機
関
が
下
級
機
関
の

行
政
執
行
過
程
に
対
し
て
評
価
・
勧
告
・
監
視
・
訓
令
・
人
事
考
察
な
ど
の
職
権
を

遂
行
す
る
」
権
限
で
あ
る
と
し
（
九
五
頁
）、
両
権
を
行
政
権
と
し
て
位
置
づ
け
る
。

　
　

そ
れ
に
対
し
て
、
監
察
権
を
構
成
す
る
行
政
監
察
権
と
司
法
監
察
権
に
つ
い
て
、

前
者
は
「
監
察
専
従
者
が
法
的
な
根
拠
に
よ
っ
て
主
に
行
政
執
行
過
程
に
お
け
る
違

法
行
為
を
糾
弾
し
、
取
り
締
ま
り
、
法
的
責
任
を
問
う
な
ど
の
職
権
を
遂
行
す
る
」

権
限
で
あ
る
と
し
た
上
で
（
九
五
頁
）、
行
政
監
察
権
と
行
政
監
督
権
と
の
関
係
に

つ
い
て
、

執
行
中
の
行
政
業
務
を
指
導
し
、
そ
の
内
容
の
優
劣
を
評
価
す
る
と
い
う
行
政

管
理
の
手
法
で
あ
る
行
政
監
督
権
に
対
し
て
、
行
政
監
察
権
は
事
後
的
な
行
動

で
あ
り
、
執
行
さ
れ
た
行
政
内
容
が
適
法
で
あ
っ
た
か
否
か
を
法
的
基
準
に

よ
っ
て
判
断
し
、
そ
れ
を
処
理
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

と
述
べ
る
（
九
五
頁
）。

　
　

他
方
、
司
法
監
察
権
と
は
司
法
機
関
の
行
う
「
司
法
業
務
の
実
施
状
況
を
監
察
」

す
る
こ
と
で
あ
り
、「
特
に
疑
獄
に
対
し
て
法
的
な
根
拠
を
提
供
し
、
法
律
に
よ
っ

て
そ
の
是
非
を
定
め
る
と
い
う
職
能
」（
氏
は
「
疑
獄
を
決
す
る
参
与
権
」
と
「
奏

讞
権
」
と
称
す
る
）
と
、「
廷
尉
に
よ
る
裁
判
の
結
果
を
『
治
実
』、
す
な
わ
ち
審
査

  　

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

（
1
）　

櫻
井
芳
朗
「
御
史
制
度
の
形
成
（
上
）・（
下
）」（『
東
洋
学
報
』
第
二
三
巻
第
二
・

三
号
、
一
九
三
六
年
）、
参
照
。

（
2
）　

註
（
１
）
櫻
井
氏
前
掲
論
文
一
三
〇
頁
（「
御
史
制
度
の
形
成
（
上
）」）、
参
照
。

（
3
）　

芮
和
蒸
「
西
漢
時
代
之
御
史
中
丞
（
上
）・（
下
）」（『
大
陸
雑
誌
史
学
叢
書
』
第

一
輯
第
四
冊
、
一
九
五
〇
年
）、
陳
世
材
『
両
漢
監
察
制
度
研
究
』（
台
湾
商
務
印
書

館
、
一
九
六
八
年
）
等
、
参
照
。
な
お
、
監
察
を
中
心
と
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、

大
庭
脩
氏
は
、
前
漢
に
お
い
て
、
文
書
の
起
案
に
当
た
る
「
草
制
の
官
」
た
る
御
史

の
長
官
と
し
て
の
御
史
大
夫
の
活
動
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
（
大
庭
脩
「
漢
王
朝
の

支
配
機
構
」〔
同
『
秦
漢
法
制
史
の
研
究
』、
創
文
社
、
一
九
八
二
年
所
収
、
初
出
は

一
九
七
〇
年
〕、
参
照
）。

（
4
）　

王
勇
華
『
秦
漢
に
お
け
る
監
察
制
度
の
研
究
』（
朋
友
書
店
、二
〇
〇
四
年
）、参
照
。

（
5
）　

王
勇
華
「
秦
漢
に
お
け
る
監
察
制
度
の
研
究
の
現
状
と
課
題
」（
註
（
４
）
王
氏

前
掲
書
所
収
）
八
頁
、
参
照
。

（
6
）　

王
勇
華
「
秦
及
び
前
漢
初
期
の
監
察
に
つ
い
て
」（
註
（
４
）
王
氏
前
掲
書
所
収
）、

参
照
。

（
7
）　

拙
稿
「
前
漢
に
お
け
る
中
央
監
察
の
実
態 

│ 

武
帝
期
に
お
け
る
整
備
を
中
心
と

し
て 

│ 

」（『
東
洋
学
報
』
第
八
八
巻
第
二
号
、
二
〇
〇
六
年
）、
参
照
。

（
8
）　

王
勇
華
「
西
漢
中
央
監
察
体
制
再
考
」（『
中
国
史
学
』
第
二
四
巻
、二
〇
一
四
年
）、

参
照
。

（
9
）　

土
口
史
記
「
嶽
麓
秦
簡
『
執
法
』
考
」（『
東
方
学
報
』
第
九
二
册
、
二
〇
一
七

年
）、
南
玉
泉
「
再
論
秦
及
漢
初
的
〝
執
法
〞
官
」（
同
『
従
封
建
到
帝
国
的
礼
法

変  

│ 

先
秦
両
漢
法
律
史
論
集 

│  

』、
中
国
政
法
大
学
出
版
社
、
二
〇
二
〇
年
）
等
、

参
照
。



前
漢
に
お
け
る
中
央
監
察
の
実
態
補
論
　
― 

御
史
中
丞
を
中
心
と
し
て 

―

二
七

（
19
）　

註
（
8
） 

王
氏
前
掲
論
文
、
参
照
。

（
20
）　

王
勇
華
「
御
史
中
丞
の
監
察
に
つ
い
て
」（
註
（
4
）
王
氏
前
掲
書
所
収
）、
参
照
。

（
21
）　

祝
総
斌
氏
は
「
如
律
令
」・「
如
詔
書
」
と
い
う
詔
令
の
文
言
に
つ
い
て
、
丞
相
が

行
う
百
官
の
執
行
に
対
す
る
検
査
の
規
準
を
表
す
と
す
る
（
註
（
11
）
祝
氏
前
掲
書

三
二
頁
、参
照
）。
祝
氏
の
見
解
に
従
え
ば
、丞
相
に
よ
る
監
察
の
基
準
は「
律
令
」・「
詔

書
」
に
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
筆
者
も
別
稿

に
て
、
具
体
的
な
事
例
に
基
づ
き
検
討
し
、
詳
論
し
た
（
拙
稿
「
前
漢
に
お
け
る
丞

相
の
政
治
的
地
位
に
つ
い
て 

― 

礼
制
に
お
け
る
丞
相
の
職
責
を
中
心
と
し
て 

―
」

〔『
鹿
大
史
学
』
第
七
〇
号
、
二
〇
二
三
年
掲
載
予
定
〕、
参
照
）。

（
22
）　

大
庭
脩
「
漢
律
に
お
け
る
『
不
道
』
の
概
念
」（
註
（
3
）
大
庭
氏
前
掲
書
所
収
、

初
出
は
一
九
五
七
年
）
一
四
三
頁
、
参
照
。

（
23
）　

水
間
大
輔
「
漢
律
令
『
大
不
敬
』
考
」（『
中
央
学
院
大
学
法
学
論
叢
』
第
三
三
巻

第
二
号
、二
〇
二
〇
年
）、同
「
漢
律
令
『
不
敬
』
考
」（『
中
央
学
院
大
学
法
学
論
叢
』

第
三
四
巻
第
一
号
、
二
〇
二
〇
年
）、
参
照
。
な
お
、
不
敬
に
つ
い
て
は
、
若
江
賢

三
氏
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
（
若
江
賢
三
「
漢
代
の
不
敬
罪
」〔
同
『
秦
漢
律
と
文
帝

の
刑
法
改
革
の
研
究
』、
汲
古
書
院
、
二
〇
一
五
年
所
収
、
初
出
は
一
九
八
六
年
〕、

参
照
）。

（
24
）　

水
間
大
輔
氏
は
、
本
案
件
は
王
鳳
が
政
敵
で
あ
る
馮
野
王
を
排
除
し
よ
う
と
し
、

恣
意
的
に
不
敬
罪
を
適
用
し
た
も
の
と
し
て
、
不
敬
罪
の
基
準
が
曖
昧
で
、
恣
意
的

に
解
釈
さ
れ
る
余
地
が
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
註
（
23
）
水
間
氏
前
掲
論
文

〔「
漢
律
令
『
不
敬
』
考
」〕
等
、
参
照
）。

（
25
）　

註
（
7
）
前
掲
拙
稿
、
参
照
。

（
26
）　

註
（
22
）
大
庭
氏
前
掲
論
文
一
四
三
頁
、
参
照
。

（
27
）　

好
並
隆
司
「
前
漢
代
の
内
朝
と
宿
衛
の
臣
」（
同
『
前
漢
政
治
史
研
究
』、
研
文

し
て
、
裁
判
の
公
正
さ
を
確
保
す
る
と
い
う
職
能
」（
氏
は
「
治
実
」
権
と
称
す
る
）」

と
を
あ
わ
せ
た
も
の
と
す
る
（
六
一
頁
）。
そ
し
て
、
そ
れ
は
「
監
察
結
果
に
も
と

づ
く
指
摘
・
助
言
・
勧
告
を
な
す
に
と
ど
ま
り
、
具
体
的
な
司
法
裁
判
に
は
一
切

参
与
」
せ
ず
、「
具
体
的
な
司
法
裁
判
は
司
法
官
吏
に
よ
っ
て
行
」
わ
れ
た
と
す
る

（
六
一
頁
）。

（
11
）　

祝
総
斌
『
両
漢
魏
晋
南
北
朝
宰
相
制
度
研
究
』（
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、

一
九
九
〇
年
）、
参
照
。

（
12
）　

王
勇
華
「
前
漢
刺
史
の
性
格
に
つ
い
て
」（
註
（
4
）
王
氏
前
掲
書
所
収
、
初
出

は
二
〇
〇
〇
年
）
二
一
九
頁
、
参
照
。

（
13
）　

王
勇
華
「
監
察
系
統
の
内
部
関
係
」（
註
（
4
）
王
氏
前
掲
書
所
収
）
二
六
八
〜

二
六
九
頁
、
参
照
。

（
14
）　

註
（
12
）
王
氏
前
掲
論
文
二
四
七
頁
註
（
16
）、
参
照
。

（
15
）　

註
（
3
）
櫻
井
氏
前
掲
論
文
（「
御
史
制
度
の
形
成
（
上
）」）
一
五
〇
頁
、
参
照
。

（
16
）　

和
田
清
『
支
那
官
制
発
達
史 

│ 

特
に
中
央
集
権
と
地
方
分
権
と
の
消
長
を
中
心

と
し
て 

│ （
影
印
版
）』（
汲
古
書
院
、
一
九
七
三
年
、
初
刊
は
一
九
四
二
年
）、
参
照
。

（
17
）　

西
嶋
定
生
「
武
帝
の
死 

│  『
塩
鉄
論
』
の
政
治
史
的
背
景 

│ 

」（
同
『
中
国
古

代
国
家
と
東
ア
ジ
ア
世
界
』、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
三
年
所
収
、
初
出
は

一
九
六
五
年
）、
参
照
。

（
18
）　

註
（
11
）
祝
氏
前
掲
書
、
冨
田
健
之
「
前
漢
武
帝
期
の
側
近
政
治
と
『
公
卿
』」

（『
新
潟
大
学
教
育
人
間
科
学
部
紀
要
（
人
文
・
社
会
科
学
編
）』
第
八
巻
第
一

号
、
二
〇
〇
五
年
）、
渡
邉
将
智
『
後
漢
政
治
制
度
の
研
究
』（
早
稲
田
大
学
出
版

部
、
二
〇
一
四
年
）、
侯
旭
東
（
大
原
信
正
訳
）「
前
漢
『
君
相
委
託
制
度
』
説
賸

義 

│ 

刺
史
の
奏
事
対
象
と
あ
わ
せ
て 

│ 

」（『
中
央
大
学
ア
ジ
ア
史
研
究
』第
四
二
号
、

二
〇
一
八
年
）
等
、
参
照
。



福
　
　
永
　
　
善
　
　
隆

二
八

代
を
遡
る
奏

 

― 

中
国
古
代
の
裁
判
記
録 

―
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
五
年
）、
水

間
大
輔
「
張
家
山
漢
簡
『
奏
讞
書
』
と
嶽
麓
書
院
藏
秦
簡
『
爲
獄
等
狀
四
種
』
の
形

成
過
程
」（『
東
洋
史
研
究
』
第
七
五
巻
第
四
号
、
二
〇
一
七
年
）、
陶
安
『
嶽
麓
秦

簡
《
爲
獄
等
狀
四
種
》
釋
文
注
釋
（
修
訂
本
）』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
二
一
年
）

等
、
参
照
。

（
30
）　

註
（
28
）
宮
宅
氏
前
掲
論
文
一
五
〜
一
六
頁
、
参
照
。

（
31
）　

註
（
28
）
宮
宅
氏
前
掲
論
文
三
一
頁
註
（
49
）、
参
照
。

（
32
）　

米
田
健
志
「
前
漢
の
御
史
大
夫
小
考 

│
『
史
記
』
三
王
世
家
と
元
康
五
年
詔
書
冊

の
解
釈
に
関
し
て
―
」（『
奈
良
史
学
』
第
二
七
号
、
二
〇
〇
九
年
）、
参
照
。

（
33
）　

註
（
28
）
宮
宅
氏
前
掲
論
文
三
一
頁
註
（
49
）、
参
照
。

（
34
）　

註
（
29
）
前
掲
拙
稿
、
参
照
。

 

【
附
記
】
本
稿
は
二
〇
二
二
年
度
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研

究
（
C
）・20K

01024

） 「
中
国
古
代
官
制
秩
序
の
形
成 

│ 

前
漢
劉
邦
集
団
の
構
造

と
の
関
連
か
ら 

│
」
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

出
版
、
二
〇
〇
四
年
、
初
出
は
一
九
九
九
年
）、
山
田
勝
芳
「
張
家
山
第
二
四
七
号

漢
墓
竹
簡
『
二
年
律
令
』
と
秦
漢
史
研
究
」（『
日
本
秦
漢
史
学
会
会
報
』
第
三
号
、

二
〇
〇
二
年
）
等
、
参
照
。
渡
辺
信
一
郎
氏
は
、
こ
の
『
史
記
』
張
釈
之
伝
の
記
事

を
引
い
て
、「
通
常
は
、
皇
帝
が
制
定
し
た
天
下
公
共
の
法
に
も
と
づ
き
、
官
僚
制

を
つ
う
じ
て
統
治
は
実
現
さ
れ
た
。
し
か
し
、
唯
一
の
法
制
定
権
者
で
あ
り
な
が
ら
、

自
ら
制
定
し
た
法
を
も
越
え
て
支
配
意
志
を
貫
徹
し
う
る
権
力
を
留
保
し
て
い
た
と

こ
ろ
に
、皇
帝
権
力
の
専
制
的
性
格
が
刻
印
さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
渡

辺
信
一
郎
「
天
下
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
構
造 

│ 

唐
代
中
国
と
日
本
律
令
制
国
家
と
の
比

較
を
中
心
に 

│ 

」〔
同
『
中
国
古
代
の
王
権
と
天
下
秩
序 

│ 

日
中
比
較
史
の
視
点
か

ら 

│ 

』、
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
三
年
所
収
〕
四
四
頁
、
参
照
）。

（
28
）　

請
讞
に
つ
い
て
は
、
池
田
雄
一
「
漢
代
の

制 
│ 

江
陵
張
家
山
『
奏

書
』
の
出

土
に
よ
せ
て 

│ 

」（
同
『
中
国
古
代
の
律
令
と
社
会
』、
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
八
年
所

収
、初
出
は
一
九
九
五
年
）、宮
宅
潔
「
漢
代
請
讞
考 

│ 
理
念
・
制
度
・
現
実 

│ 

」（『
東

洋
史
研
究
』
第
五
五
巻
第
一
号
、一
九
九
六
年
）、籾
山
明
「
秦
漢
時
代
の
刑
事
訴
訟
」

（
同
『
中
国
古
代
訴
訟
制
度
の
研
究
』、
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年
所
収
、

初
出
は
一
九
八
五
年
）
等
、
参
照
。

（
29
）　

註
（
28
）
宮
宅
氏
前
掲
論
文
一
五
頁
、
参
照
。
な
お
、
秦
〜
漢
初
に
か
け
て
の
請

讞
の
実
例
は
張
家
山
漢
簡
『
奏
讞
書
』・
嶽
麓
書
院
藏
簡
『
爲
獄
等
狀
四
種
』
に
収

録
さ
れ
て
い
る
。
管
見
の
及
ぶ
限
り
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
事
案
は
、
皇
帝
に
上
呈
さ

れ
た
も
の
で
も
い
ず
れ
も
律
令
の
條
文
が
厳
格
に
適
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ

い
て
は
別
稿
（
拙
稿
「
前
漢
後
半
期
に
お
け
る
御
史
制
度
の
展
開
」〔『
九
州
大
学
東

洋
史
論
集
』
第
五
〇
号
、
二
〇
二
三
年
掲
載
予
定
〕）
に
て
、
詳
論
す
る
。
張
家
山

漢
簡
『
奏
讞
書
』・
嶽
麓
書
院
藏
簡
『
爲
獄
等
狀
四
種
』
に
つ
い
て
は
、
池
田
雄
一

編
『
奏

書 

― 

中
国
古
代
の
裁
判
記
録 

―
』（
刀
水
書
房
、二
〇
〇
二
年
）、同
編
『
漢


